


信書便事業とは、「信書便の役務を他人の需要に応ずる

ために提供する事業」です。

その類型としては、「特定信書便事業」及び「一般信書便

事業」の2つがあり、いずれも総務大臣の許可が必要

となっています。本パンフレットは、主に「特定信書便

事業」についてご案内するものです。





A＋B＋C＝73cm
A

B C

高度化・多様化するニーズに応えるため、創意工夫を凝らした
特定のサービスを提供する事業です。

（参考）

以下の一般信書便役務を全国提供する条件で、すべての信書の配達が可能となる「全国全面参入型」

長さ・幅・厚さがそれぞれ40cm・30cm・3cm以下であり、重量が250g以下の信書便物を国内において差し出された日
から、原則3日以内に送達する役務。

長さ・幅・厚さの合計が73cm
を超え、または重量が4kgを超
える信書便物を送達する役務。

信書便物が差し出された時
から、3時間以内に当該信書
便物を送達する役務。

■以下の3つの特定信書便役務のうち、いずれかに該当する「特定サービス型」の事業です。

800円を超える料金

※①利用しやすい全国均一料金（25グラム以下の軽量信書便物の料金の上限は、82円）、②全国における原則毎日1通
　からの引受け・配達、③随時、簡易かつ秘密の保護が確実な差出方法の確保という条件が付されています。

その料金の額が800円を超
える信書便物を送達する役
務。



特定信書便事業の開始にあたっては、「特定信書便事業の許可申請
」、「信書便約款の認可申請」、「信書便管理規程の認可申請」が必
要となります。

許可・

標準処理期間：

審

査

申請にあたっては、裏表紙の
管轄区域をご確認のうえ、最
寄りの総合通信局、沖縄総合
通信事務所または総務省まで
お問い合わせください。
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注　総務大臣が定めて公示した標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、総務大臣の認可
を受けたものとみなします。

「信書便約款の認可申請」

及び「信書便管理規程の認

可申請」に関しては、「特定

信書便事業の許可」の取得

後に行うことも可能です。

その場合、審査期間はさら

に1～2カ月程度要します。

特定信書便事業の
許可申請

※信書便の役務に関する提供条件
を定めるもの。

信書便約款※の
認可申請 注

※取扱中に係る信書便物の秘密を
保護するため、信書便の業務の
管理に関する事項について定め
るもの 。

信書便管理規程※の
認可申請



特定信書便事業の開始にあたっては、次の基準を満たしていた
だく必要があります。これらの基準は、「信書の送達」の業務の
実施にあたっ

特定信書便事業の許可基準

て、必要不可欠なものです。

■

■

■

受取人への手交や確実な受箱投函（郵便・新聞受箱等への投函）

交通法令の遵守（3時間以内の送達の役務のみ要記載）



A

B C

差
出
人

受
取
人

信書便物

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと

の秘密の保護に配慮した

■

■信書便物の引受け、配達、転送及び還付ならびに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の
 収受に関する事項、

73cmを超え

その他信書便事業者の責任に関

転送及び還付の条件

する事項が、適正かつ明確に定められていること。

■

転送の条件（例）
受取人の住所変更の届出の日から

大きさの制限（例）

重量の制限（例）

差出人から受取（例）

受取人から受取（例）



現在提供されている特定信書便事業の主なビジネスモデルに
ついてご案内します。

■電話・FAX・インターネット・営業所などで注文を受付。注文情報に基づき、引受けから配達までを
 行います。

◎3時間サービスの場合、引受けから配達完了までの所要時間が3時間以内に収まるように配達します。
［例］引受けから配達完了までの総移動距離が、



■例えば、本店から差し出される信書便物を毎週金曜日に受け取り、翌週月曜日に支店に配達するなど
 決まった日時、決まった場所で定期的に信書便物を集配します。

■例えば、関係施設（支庁・学校・図書館など）を1日1～数回巡回して、信書便物を集配します。

図書館

信書便事業者

設定されたルートを巡回
（１回又は複数回）

本庁

病院

支庁①

学校

支庁②

保健所

指定された箇所を定期集配



法律で規定する欠格事由に

申請手続に関しては、

申請手数料や審査手数料などの費用は必要ありませんが、事業許可を取得した際に、
登録免許税として3万円の納付が必要です。

特定信書便事業の許可申請にあたり、

資本金の額等に特段の条件はなく、また、法人・個人の別も問われません。ただし、法律
で規定する欠格事由に抵触する場合は、申請を行っても許可を受けることができません。

Q&A
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効
期
間
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特定信書便事業を開始した後に、提供区域や料金を変更する場合、新たに申請を
しなければならないのですか？また、その際には新たに登録免許税が必要にな

3時間以内の送達の役務については、提供区域・区間の変更または拡大の際

拡大

、事業計画
の変更手続が必要となります（他の信書の送達の役務については必要ありません）。なお、
特定信書便役務の場合、料金の設定・変更についての手続は何ら必要ありません。また、
登録免許税3万円は、許可を受ける際に納付すれば、以後、新たな納付は必要ありません。

信書便事業の許可は、

事業許可には免許のような有効期間がないため、更新の手続は必要ありません。

（3時間以内の送達の役務のみ）



追加・

A

B C

特定信書便事業を行う場合、

3種類の役務すべてを提供する必要はありません。提供役務の種類は自由に選択でき、
追加・変更することもできます。（提供役務の種類を追加・変更する場合には、事業計
画の変更手続等が必要となります。）

「3時間以内」とは、信書便物が差し出された時から配達されるまでに要する時間が
3時間以内であることを意味します。

長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超えるものを取り扱う場合、重量が4kgを

必要ありません。取り扱う信書便物が、長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超えるか、
または重量が4kgを超えることのいずれか

A＋B＋C＝73cmを超える信書便物

に該当すれば結構です。

3時間以内の送達の役務の「3時間以内」とは、どの時点からどの時点までを

Q&A



信書便事業者は、

できます。この場合、許可申請の際に当該役務を行う国の国名（地域名）をお知らせい
ただくとともに、役務提供国において信書の送達事業を行える権限を有していること
を証する書類を提出いただくことになります。なお、800円を超える業務については、
総務省令で定める料金を超える額での取扱いとなります。

料金は、消費税も含めて801円以上で設定されていれば結構です。

料金が800円を超える役務の場合、その料金は消費税を抜いて800円を超え
なければならないのですか？

500 100 100 100 1

消費税



業務体制を見直し、配達業務を外部に委託したいと思いますが可能でしょうか？

事業報告書と事業実績報告書の2種類について報告する必要があります。
事業報告書は、経営形態等を毎事業年度の経過後100日以内に報告していただきます。
事業実績報告書は、前年4月1日から当年3月31日までの期間の取扱実績等を7月
10日までに報告していただきます。

Q&A

01/713/31/4

信書便の業務の一部を委託しようとするときは、認可が必要です。ただし、原則として
第三者への再委託や、信書便の業務の全ての委託は認められません。

事業報告書

※平成２７年１２月より様式が変わりました。



13/31/4

初めて信書便物を引受け 検  査

初めて信書便物の引受けのあった年度の翌年度に、事業場への立入検査を行います。
この検査で、業務運営が適正と認められれば、以後、重大な事故や法令違反がない限り、
立入検査は有りません。（翌年度以降、必要に応じて自主点検報告を行っていただく必要があります。）

信書を取り扱うことが可能であることを明解に示すことを目的として、平成22年3月に、
総務省で「特定信書便マーク」を制定し、商標登録をしています。特定信書便事業者は、
商標に係る通常使用権の許諾を受けることで､特定信書便マークを無料で使用すること
ができます。

特定信書便マークとは何ですか？




